
令和５年１１⽉１７⽇
中 部 地 ⽅ 整 備 局

贈賄に係る指名停⽌措置について

指名停⽌措置の概要

１．指名停⽌措置業者名 ︓ 協和機⼯株式会社
業者の住所 ︓ 東京都⾜⽴区千住宮元町１番１２号

２．指名停⽌措置期間 ︓ 令和５年１１⽉１７⽇から令和５年１２⽉１６⽇まで（１ヵ⽉）

３．指名停⽌措置の範囲 ︓ 中部地⽅整備局管内

４．事 実 概 要
協和機⼯株式会社の広島営業所⻑は、岡⼭刑務所発注の刑務作業⽤の⽊⼯製品加⼯機器に関わ

る令和４年７⽉の⼀般競争⼊札をめぐり、同刑務所の職員が遺漏した⾮公表の予定価格に近い⾦
、 、額の情報を利⽤して落札し 謝礼として飲⾷店で約２万７千円分の接待をした疑いがあるとして

令和５年９⽉２７⽇、贈賄の容疑で岡⼭県警に逮捕された。

５．指名停⽌措置理由
協和機⼯株式会社の営業所⻑が、贈賄の疑いで逮捕されたことは 「⼯事請負契約に係る指名停、

⽌等の措置要領 （昭和59年3⽉29⽇付け建設省厚第91号。以下「指名停⽌措置要領」という ）」 。
別表第２第４号ロ（下記参照）に該当する。
よって、本件の指名停⽌期間は、１ヵ⽉とする。

＜指名停⽌措置要領別表第２＞

措 置 要 件 期 間

（贈賄）
４ 次のイ⼜はロに掲げる者が当該地⽅整備局の所管する区域外の他の 逮捕⼜は公訴を知った
公共機関の職員に対して⾏った贈賄の容疑により逮捕され、⼜は逮捕 ⽇から
を経ないで公訴を提起されたとき。

イ 代表役員等 ３ｶ⽉以上９ｶ⽉以内
ロ ⼀般役員等 １ｶ⽉以上３ｶ⽉以内

配布先 中部地⽅整備局記者クラブ

○ 問い合わせ先 総務部 契約課⻑ 早川 保弘
課⻑補佐 岡崎 友紀 電話番号（０５２）９５３－８１３８


